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議 事 
 
 ○議事（１）令和４年度の実績【報告】 
    （２）令和５年度の事業計画（案）【協議】 

 
➡議事は全て了解を得られた。 

 
 
 
 
 ○今後事務局で検討する事項 
  ・（仮称）豊田市違反開発防止週間で実施する、各団体の主体的なパトロールの詳細に

ついて、事務局で検討の上提示する。 
  ・どのような行為が違反開発となるか、分かりやすい表現方法を事務局で検討する。 
  ・協議会の取組の効果的なＰＲ方法について、事務局で検討する。 
 
 
 



 

議 事 録 

（令和４年度 第２回豊田市開発事業対策協議会） 

日時：令和５年３月１７日(火)  

午前１０時００分～午前１１時００分 

場所：南５１会議室 

 

 

事務局（鈴木） 

 

 

会長代理 

（阿久津都市整備部長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（市川） 

 

 

行政書士会（勝田） 

愛測協（早川） 

森林組合（原田） 

 

建築士会（谷合） 

 

 

事務局（市川） 

 

 

 

協議会開催、会議進行 

 

＜あいさつ＞ 

本日は、お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。本年度

２回目の協議会となりますが、会長の髙井が年度末の人事異動等により急

遽出席できなくなりましたので、代理を務めさせていただきます。 

日頃は開発行政に御協力いただきありがとうございます。１２月にはＱ

Ｒコードの違反ステッカーの貼付けや、ポスター掲示に御協力いただきま

した。また、この協議会の取組もあってか、違反開発は減少傾向となって

います。5 月には盛土規制法も施行されるため、引き続き違反開発防止に

御協力をお願いします。 

 

 

議事（１）令和４年度の実績 

ア 協議会の年間取組について【資料により説明】 

  各団体が主体的に実施した内容の説明【各団体より説明】 

  ・愛知県行政書士会豊田支部の取組 

  ・一般社団法人愛知県測量設計業協会の取組 

  ・豊田森林組合の取組 

＜質疑＞ 

・会員への周知やＨＰへの記事掲載については、当団体でも可能なため、

実施を検討していきたい。 

 

 イ 違反開発事業の情報提供と対応状況について【資料により説明】 

 ウ 違反開発事業の状況について【資料により説明】 

＜質疑＞ なし 

 



 

事務局（市川） 

 

 

 

 

林務課（末吉） 

 

 

 

行政書士会（勝田） 

 

事務局（鈴木） 

 

 

商工会（早川） 

 

事務局（鈴木） 

 

愛測協（早川） 

 

事務局（鈴木） 

 

 

会長代理（阿久津） 

 

 

 

建築事務所協会（中山） 

 

事務局（鈴木） 

 

会長代理（阿久津） 

 

 

 

 

議事（２）令和５年度の事業計画（案） 

ア 事業スケジュールについて【資料により説明】 

イ 主要な取組みについて【資料により説明】 

ウ （仮称）豊田市違反開発防止週間の創設について【資料により説明】 

＜質疑＞ 

・土地所有者が安易に土地を提供しないような取組は有効的と考える。森

林法においても、土地所有者の同意が必要になるなど、制度が変わってき

ており、県としても取り組んでいきたい。 

 

・パトロールは合同で実施するのではなく、各団体で違反開発防止週間に

パトロールを実施するということでよいか？ 

・違反開発防止週間中に各団体の主体的なパトロールを重点的に行ってい

きたい。具体的な方法等は別途検討し提示する。 

 

・商工会に対して、工場の立地可能な土地の問合せがある。違反行為が行

われることがないよう、情報共有した方がよい 

・開発調整課に相談していただきたい。 

 

・違反開発の事例を資料で出せないか？協会内で周知しているが、どのよ

うな行為が違法となるか分かりにくい。 

・具体的な事例を示すことは難しいが、ポスターで事例紹介を行っている。

どのような行為が違反開発になるか、分かりやすい表現の方法を今後検討

していく。 

・手続条例で違反事業として公表する場合もあるが、それ以外の場合は個

人情報等もあり、具体的な違反事例を出せない場合もあるため、パトロー

ル等で違反現場の状況を共有するなど、事務局で検討していただきたい。 

 

・残土を搬出したい業者と、搬入したい業者をマッチングするような取組

は可能か？マッチングが上手くできれば、違反が減るのではないか？ 

・公共工事では既に残土情報を共有し、残土の流用等を実施している。民

間工事では仕組みの導入が難しい。 

・残土の搬出入については、民間企業同士でバランスとりながら進めるこ

とが望ましいと思うが、公共が対応することは難しい側面もある。 

 

 



 

行政書士会（勝田） 

 

事務局（鈴木） 

 

会長代理（阿久津） 

 

 

区長会（小池） 

 

会長代理（阿久津） 

 

 

 

事務局（市川） 

 

 

・協議会の取組を上手にＰＲした方がよいのではないか？新聞やテレビに

取り上げてもらうと、市民等への周知が期待できるのではないか？ 

・本日市役所敷地内に懸垂幕を設置している。ＰＲの方法については、引

き続き検討していく。 

・豊田市は情報発信が苦手なので、メディア等を活用し、上手にＰＲをし

ていただきたい。 

 

・残土処分を違法で行うような事業者が困るような取組が必要ではない

か。違反者に対する罰金等が違反の抑止につながる。 

・手続条例の罰則では限界があるが、今後盛土規制法により、強力な罰則

規定が設けられるため、違反の抑止効果があると期待している。 

 

 

その他 報告事項 

（１）豊田市開発事業監視指導部会の構成部署の変更について 

（２）盛土規制法について 

＜質疑＞ なし 

 

（了） 

  

 


